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１【ファンドの運用状況】

【なかの日本成長ファンド】

以下の運用状況は2025年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】
  

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 3,729,796,653 99.83

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,216,128 0.17

合計(純資産総額) 3,736,012,781 100.00
 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】
  

期別
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）

分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き

第1計算期間末 (2025年 4月24日) 2,841 2,841 0.9263 0.9263

2024年10月末日 2,584 ― 1.0381 ―

　　　11月末日 2,520 ― 0.9745 ―

　　　12月末日 2,635 ― 0.9955 ―

2025年 1月末日 2,650 ― 0.9872 ―

　　　 2月末日 2,577 ― 0.9308 ―

　　　 3月末日 2,651 ― 0.9241 ―

　　　 4月末日 2,907 ― 0.9474 ―

　　　 5月末日 3,008 ― 0.9614 ―

　　　 6月末日 3,213 ― 1.0100 ―

　　　 7月末日 3,242 ― 1.0229 ―

　　　 8月末日 3,355 ― 1.0460 ―

　　　 9月末日 3,519 ― 1.0849 ―

　　　10月末日 3,736 ― 1.1346 ―
 

②【分配の推移】
  

期 期間 1口当たりの分配金（円）

第1期 2024年 4月25日～2025年 4月24日 0.0000

当中間期 2025年 4月25日～2025年10月24日 ―
 

③【収益率の推移】
  

期 期間 収益率（％）

第1期 2024年 4月25日～2025年 4月24日 △7.37

当中間期 2025年 4月25日～2025年10月24日 20.57
 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
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（参考）

なかの日本成長マザーファンド

以下の運用状況は2025年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況
  

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 日本 3,696,959,700 99.12

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 32,900,161 0.88

合計(純資産総額) 3,729,859,861 100.00
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２【設定及び解約の実績】

【なかの日本成長ファンド】
  

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）

第1期 2024年 4月25日～2025年 4月24日 3,578,549,014 511,442,093

当中間期 2025年 4月25日～2025年10月24日 605,974,108 383,838,300
 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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３【ファンドの経理状況】

（１）当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

省令第59号）ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規

則」（平成12年総理府令133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2025年 4月25日から

2025年10月24日まで）の中間財務諸表について、ななつぼし監査法人による中間監査を受けておりま

す。
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【なかの日本成長ファンド】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

前計算期間
2025年 4月24日現在

当中間計算期間
2025年10月24日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン 28,575,697 46,069,662

親投資信託受益証券 2,827,260,372 3,665,554,711

未収利息 274 441

流動資産合計 2,855,836,343 3,711,624,814

資産合計 2,855,836,343 3,711,624,814

負債の部

流動負債

未払解約金 440,449 20,193,197

未払受託者報酬 431,758 538,330

未払委託者報酬 13,960,051 17,406,047

流動負債合計 14,832,258 38,137,574

負債合計 14,832,258 38,137,574

純資産の部

元本等

元本 3,067,106,921 3,289,242,729

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） △226,102,836 384,244,511

（分配準備積立金） 16,721,069 14,827,149

元本等合計 2,841,004,085 3,673,487,240

純資産合計 2,841,004,085 3,673,487,240

負債純資産合計 2,855,836,343 3,711,624,814
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

前中間計算期間
自　2024年 4月25日
至　2024年10月24日

当中間計算期間
自　2025年 4月25日
至　2025年10月24日

営業収益

受取利息 11,421 43,860

有価証券売買等損益 71,847,842 626,794,339

営業収益合計 71,859,263 626,838,199

営業費用

受託者報酬 346,385 538,330

委託者報酬 11,199,735 17,406,047

営業費用合計 11,546,120 17,944,377

営業利益又は営業損失（△） 60,313,143 608,893,822

経常利益又は経常損失（△） 60,313,143 608,893,822

中間純利益又は中間純損失（△） 60,313,143 608,893,822

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

555,988 38,302,462

期首剰余金又は期首欠損金（△） - △226,102,836

剰余金増加額又は欠損金減少額 1,177,880 39,755,987

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

1,177,880 25,947,917

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

- 13,808,070

剰余金減少額又は欠損金増加額 11,002,976 -

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

11,002,976 -

分配金 - -

中間剰余金又は中間欠損金（△） 49,932,059 384,244,511
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  

有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、時価で評価しております。
　時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）
  

項目
前計算期間

2025年 4月24日現在
当中間計算期間
2025年10月24日現在

１. 元本の推移

期首元本額 1,445,780,328円 3,067,106,921円

期中追加設定元本額 2,132,768,686円 605,974,108円

期中一部解約元本額 511,442,093円 383,838,300円

２. 中間計算期間末日における受益権の総数 3,067,106,921口 3,289,242,729口

３. 元本の欠損

純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 226,102,836円 －円

４. 1口当たり純資産額 0.9263円 1.1168円

(10,000口当たり純資産額) (9,263円) (11,168円)
 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
   

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
  

　　　　　　　　項目
前計算期間

2025年 4月24日現在
当中間計算期間
2025年10月24日現在

１.中間貸借対照表計上額、時価及びそ
の差額

　貸借対照表計上額は時価で計上してい
るため、その差額はありません。

　中間貸借対照表計上額は時価で計上し
ているため、その差額はありません。

２.時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券

　売買目的有価証券 　売買目的有価証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する
注記）に記載しております。

同左

（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引

　該当事項はありません。 同左

（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品

　上記以外の金融商品（コールローン
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項につ
いての補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定
の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。

同左

 

（デリバティブ取引等に関する注記）
  

該当事項はありません。
    

（参考）

当ファンドは「なかの日本成長マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資

産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、同親投資信託受益証券の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。

なかの日本成長マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 4月24日現在 2025年10月24日現在

資産の部

流動資産

金銭信託 578,256 -

コール・ローン 45,514,450 434,546

株式 2,758,681,150 3,640,914,300
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2025年 4月24日現在 2025年10月24日現在

未収入金 28,146,843 -

未収配当金 22,772,500 24,330,800

未収利息 436 4

流動資産合計 2,855,693,635 3,665,679,650

資産合計 2,855,693,635 3,665,679,650

負債の部

流動負債

未払金 28,580,485 -

流動負債合計 28,580,485 -

負債合計 28,580,485 -

純資産の部

元本等

元本 3,028,342,301 3,237,264,604

剰余金

剰余金又は欠損金（△） △201,229,151 428,415,046

元本等合計 2,827,113,150 3,665,679,650

純資産合計 2,827,113,150 3,665,679,650

負債純資産合計 2,855,693,635 3,665,679,650

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  

有価証券の評価基準及び評価方法 株式
　移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。
　時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないもの
についてはそれに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相
場に基づいて評価しております。

 

（貸借対照表に関する注記）
  

項目 2025年 4月24日現在 2025年10月24日現在

１. 元本の推移   
 期首 2024年 4月25日 2025年 4月25日

 期首元本額 1,445,780,328円 3,028,342,301円

 期首からの追加設定元本額 1,656,504,594円 291,301,052円

 期首からの一部解約元本額 73,942,621円 82,378,749円

 元本の内訳※   
 なかの日本成長ファンド 3,028,342,301円 3,237,264,604円

 合計 3,028,342,301円 3,237,264,604円

２. 計算期間末日における受益権の総数 3,028,342,301口 3,237,264,604口

３. 元本の欠損   
 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 201,229,151円 －円

４. 1口当たり純資産額 0.9336円 1.1323円
 (10,000口当たり純資産額) (9,336円) (11,323円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
  

　　　　　　　　項目 2025年 4月24日現在 2025年10月24日現在

１.貸借対照表計上額、時価及びその差
額

　貸借対照表計上額は時価で計上してい
るため、その差額はありません。

同左

２.時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
 　売買目的有価証券 　売買目的有価証券

 　（重要な会計方針に係る事項に関する
注記）に記載しております。

同左

 （２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引

 　該当事項はありません。 同左

 （３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品

 　上記以外の金融商品（コールローン
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項につ
いての補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定
の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。

同左
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（デリバティブ取引等に関する注記）
  

該当事項はありません。
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４【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

 
2025年10月末現在  

資本金 677,500,000円

発行可能株式総数 250,000株

発行済株式総数 113,250株

 
●過去５年間における主な資本金の増減

年月日 変更後（変更前）

2023年9月29日 172,500,000円（50,000,000円）

2023年11月30日 322,500,000円（172,500,000円）

2023年12月26日 472,500,000円（322,500,000円）

2024年2月9日 477,500,000円（472,500,000円）

2024年2月29日 627,500,000円（477,500,000円）

2024年5月24日 677,500,000円（627,500,000円）

 

（２）【事業の内容及び営業の状況】

・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
 
・2025年10月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
す。）。

ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 2 6,951

合計 2 6,951
 

（３）【その他】

（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
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５【委託会社等の経理状況】

１.　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）
ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第
52号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

省令第59号）ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

 
２.　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第2期事業年度（2024年4月1日から2025年3
月31日まで）の財務諸表について、ななつぼし監査法人による監査を受けております。
また、第3期事業年度に係る中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の中間財務諸表につ

いて、ななつぼし監査法人による中間監査を受けております。
 
３.　財務諸表および中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（１）【貸借対照表】

     （単位：千円）
 
 

前事業年
度　　　　　　　　　　　
（2024年3月31日）

当事業年
度　　　　　　　　　　　
（2025年3月31日）

 資産の部     
 流動資産     
 現金及び預金  1,011,379  811,948
 未収委託者報酬  ‐  18,171
 未収消費税等  2,974  11,212
 その他流動資産  2,040  5,097
 流動資産合計  1,016,394  846,429
 固定資産     
 有形固定資産     

器具備品 ※１ 5,072 ※１ 4,379

有形固定資産合計  5,072  4,379
 無形固定資産     
 ソフトウエア  458  358
 無形固定資産合計  458  358
 投資その他の資産     
 差入保証金  3,150  3,566
 投資その他の資産合計  3,150  3,566
 固定資産合計  8,680  8,303
 繰延資産     
 創立費  505  390
 繰延資産合計  505  390
 資産合計  1,025,580  855,124
 負債の部     
 流動負債     
 未払金  936  7,670
 未払手数料  ‐  7,268
 その他未払金  936  401
 未払費用  14,623  21,299
 預り金  795  4,580
 未払法人税等  3,869  4,316
 流動負債合計  20,224  37,866
 負債合計  20,224  37,866
 純資産の部     
 株主資本     
 資本金  627,500  677,500
 資本剰余金     
 資本準備金  455,000  505,000
 資本剰余金合計  455,000  505,000
 利益剰余金     
 その他利益剰余金     
 繰越利益剰余金  △77,144  △365,241
 利益剰余金合計  △77,144  △365,241
 株主資本合計  1,005,355  817,258
 純資産合計  1,005,355  817,258
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 負債・純資産合計  1,025,580  855,124
 

（２）【損益計算書】

  （単位：千円）
 前事業年度 当事業年度
 （自　2023年 9月 1日 （自　2024年 4月 1日

 至　2024年 3月31日） 至　2025年 3月31日）

営業収益   
委託者報酬 ‐ 31,942
営業収益計 ‐ 31,942

営業費用   
支払手数料 ‐ 79,322
広告宣伝費 ‐ 17,323
その他営業費用 ‐ 1,787
営業費用計 ‐ 98,433

一般管理費   
給料 33,551 134,461
役員報酬 16,800 43,350
給与手当 16,751 91,111
法定福利費 4,514 19,258
旅費交通費 2,091 8,099
租税公課 3,638 6,448
賃借料 354 14,835
業務委託費 10,568 27,461
支払手数料 8,365 ‐
諸会費 6,489 ‐
諸経費 3,031 9,885
一般管理費計 72,607 220,452

営業損失 72,607 286,942
営業外収益   
受取利息 1 506
雑収入 91 760
営業外収益計 92 1,267

営業外費用   
株式交付費 4,008 350
繰延資産償却費 66 114
原状回復費用 ‐ 929
営業外費用計 4,075 1,393

経常損失 76,590 287,069
税引前当期純損失 76,590 287,069
法人税、住民税及び事業税 554 1,027
法人税等合計 554 1,027
当期純損失 77,144 288,097
 

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年9月１日　至　2024年3月31日）
 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備金

資本
剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計繰越

利益剰余金

当期首残高 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

当期変動額        

新株の発行 627,500 455,000 455,000 ‐ ‐ 1,082,500 1,082,500

当期純損失 ‐ ‐ ‐ △77,144 △77,144 △77,144 △77,144

当期変動額合計 627,500 455,000 455,000 △77,144 △77,144 1,005,355 1,005,355

当期末残高 627,500 455,000 455,000 △77,144 △77,144 1,005,355 1,005,355

 
当事業年度（自　2024年4月１日　至　2025年3月31日）
 (単位：千円)

株主資本
資本剰余金 利益剰余金
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 資本金

資本準備金
資本
剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計

株主資本
合計

純資産合計

繰越
利益剰余金

当期首残高 627,500 455,000 455,000 △77,144 △77,144 1,005,355 1,005,355

当期変動額        

新株の発行 50,000 50,000 50,000 ‐ ‐ 100,000 100,000

当期純損失 ‐ ‐ ‐ △288,097 △288,097 △288,097 △288,097

当期変動額合計 50,000 50,000 50,000 △288,097 △288,097 △188,097 △188,097

当期末残高 677,500 505,000 505,000 △365,241　 △365,241 817,258 817,258

 

［注記事項］

（重要な会計方針）

１．固定資産の減価償却の方法
（1） 有形固定資産（リース資産を除く）
　　　定率法
　　　なお、器具備品の耐用年数は4～15年であります。
（2） 無形固定資産（リース資産を除く）
　　　定額法
　　　なお、ソフトウエアについては、5年で償却しております。

 
２．繰延資産の処理方法
（1） 創立費
　　　５年間で均等償却しております。
（2） 株式交付費
　　　支出時に全額費用処理しております。

 
３．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
 
委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定
した報酬を投資信託によって年2回受領しております。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足さ
れるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

 
４．その他財務諸表作成のための基礎となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

 
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
 前事業年度（2024年3月31日） 当事業年度（2025年3月31日）
器具備品
有形固定資産合計

828千円
828千円

3,286千円
3,286千円

 
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自2023年9月1日　至2024年3月31日）
１． 発行済株式に関する事項

     （単位：株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 概要
普通株式 ‐ 103,250 ‐ 103,250  

 
当事業年度（自2024年4月1日　至2025年3月31日）
１． 発行済株式に関する事項

     （単位：株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 概要
普通株式 103,250 ‐ ‐ 103,250  
A種優先株式 ‐ 10,000 ‐ 10,000 注１
合計 103,250 10,000 ‐ 113,250  

（注1）A種優先株式の発行済株式の増加10,000株は、第三者割当による新株の発行であります。

（金融商品関係）
１.　金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社は投資信託の運用業を営んでおります。
当社の余資運用については預金等に限定しております。
デリバティブ取引については行わない方針としております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
預金は、預入先金融機関の信用リスクにさらされていますが、健全性規制を充足する金融機関をその預
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入先とすることとしており、そのリスクは極めて軽微であります。
投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されてお
り、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられているため
リスクは極めて軽微であります。
未払手数料は投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
リスク管理の担当所管部署を管理部、責任者を管理部長とし、リスク管理の有効性の確認はコンプライ
アンス部が行っております。リスク管理委員会及び取締役会はリスク管理全般について責任を負い、リス
ク管理の方針の策定、リスク管理体制の整備を推進しており、以下のプロセスにてリスク管理を行ってお
ります。
①　担当所管部署は、リスクの把握及び分析を行っております。リスクの測定は、必要に応じて定量・
定性の両面から行っております。

②　担当所管部署は、リスク管理状況を四半期毎にリスク管理委員会に報告しております。ただし、経
営に重大な影響を与える事項については随時各リスクを統括管理する管理部へ報告しております。
管理部は報告事案について検証を行い、必要に応じてリスク管理委員会に報告しております。

③　リスク管理委員会は、担当所管部署からの報告を基に、関係する諸規程が明確に定められている
か、適切な見直しが行われているかといったリスク管理体制の有効性等について検討し、その一層
の充実を図っております。

④　内部監査室は、各部署のリスク管理体制の有効性について監査し、結果について取締役会に報告、
必要に応じて是正勧告等を行っております。
 

２．金融商品の時価に関する事項
当事業年度（2025年3月31日）
①時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
②時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
現金及び預金、未収委託者報酬、未収消費税等、未払手数料、預り金、未払法人税等
これらはすべて短期間（1年以内）で決済されるため、時価が帳簿価額と近似するものであることから、
記載を省略しております。

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に
基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

 
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）3．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
 
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当会計期
間末において存在する顧客との契約から当会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 
（セグメント情報等）
１．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

 
２．関連情報
　（1）サービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略して
おります。

（2）地域ごとの情報
①営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
②有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

（3）主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自2023年9月 1 日　至2024年3月31日）

顧客の名称 営業収益
なかの日本成長ファンド -千円
なかの世界成長ファンド -千円

 
当事業年度（自2024年4月 1 日　至2025年3月31日）

顧客の名称 営業収益
なかの日本成長ファンド 21,149千円
なかの世界成長ファンド 10,793千円

（1株当たり情報）
 前事業年度

（自2023年9月１日
至2024年3月31日）

当事業年度
（自2024年4月１日
至2025年3月31日）

1株当たり純資産額 9,737円10銭 6,946円81銭
1株当たり当期純損失
金額

1,523円84銭 2,790円29銭
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（注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

２．1株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
 前事業年度

（自2023年9月１日　
至2024年3月31日）

当事業年度
（自2024年4月１日
至2025年3月31日）

純資産の部の合計額 1,005,355千円 817,258千円
純資産の部の合計額
から控除する金額

-千円 100,000千円

（うち種類株式の
払込金額）

-千円 100,000千円

普通株式に係る
期末の純資産額

1,005,355千円 717,258千円

1株当たり純資産額の
算定に用いられた
期末の普通株式の数

103,250株 103,250株

３．1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
 前事業年度

（自2023年9月１日　
至2024年3月31日）

当事業年度
（自2024年4月１日
至2025年3月31日）

当期純損失 77,144千円 288,097千円
普通株式に
帰属しない金額

-千円 -千円

普通株式に係る
当期純損失

77,144千円 288,097千円

普通株式の
期中平均株式数

50,625株 103,250株

 
（重要な後発事象）
該当事項はありません。

 

（1）中間貸借対照表

  （単位：千円）
 
 

当中間会計期間
（2025年9月30日）

 資産の部   

 流動資産   

 現金・預金  673,323

 未収委託者報酬  21,905

 未収消費税等 ※1 4,660

 その他流動資産  2,078

 流動資産計  701,968

 固定資産   

有形固定資産   

器具備品 ※2 4,482

有形固定資産合計  4,482

 無形固定資産   
 ソフトウエア  308

 無形固定資産合計  308

 投資その他の資産   
 差入保証金  3,566

 投資その他の資産合計  3,566

 固定資産合計  8,357

 繰延資産   

 創立費  333

 繰延資産合計  333

 資産合計  710,658

 負債の部   

 流動負債   

 未払金  8,762
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 未払手数料  8,762

 未払費用  19,667

 預り金  2,648

 未払法人税等  3,104

 流動負債合計  34,182

 負債合計  34,182

 純資産の部   

 株主資本   

 資本金  677,500

 資本剰余金   

 資本準備金  505,000

 資本剰余金合計  505,000

 利益剰余金   

 その他利益剰余金   

 繰越利益剰余金  △506,023

 利益剰余金合計  △506,023

 株主資本合計  676,476

 純資産合計  676,476

 負債・純資産合計  710,658

 

（2）中間損益計算書
  （単位：千円）

 
当中間会計期間

（自　2025年4月 1日
至　2025年9月30日）

営業収益   

委託者報酬  22,451

営業収益計  22,451

営業費用   

支払手数料  39,244

広告宣伝費  7,032

その他営業費用  1,611

営業費用計  47,888

一般管理費   

給料  71,104

役員報酬  23,500

給料・手当  47,603

法定福利費  9,824

業務委託費  19,124

不動産賃借料  6,588

租税公課  3,254

旅費交通費  2,938

諸経費  3,488

一般管理費計  116,323

営業損失  141,760

営業外収益   

受取利息  316

雑収入  768

営業外収益計  1,084

営業外費用   

繰延資産償却費  57

営業外費用計  57

経常損失  140,733

税引前中間純損失  140,733

法人税、住民税及び事業税  48

法人税等合計  48

中間純損失  140,781
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（3）中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2025年4月１日　至 2025年9月30日）
 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備金

資本
剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計繰越

利益剰余金

当期首残高 677,500 505,000 505,000 △365,241 △365,241 817,258 817,258

当中間期変動額 　 　 　 　 　 　 　

中間純損失    △140,781 △140,781 △140,781 △140,781

当中間期変動額合計    △140,781 △140,781 △140,781 △140,781

当中間期末残高 677,500 505,000 505,000 △506,023 △506,023 676,476 676,476

 
［注記事項］

（重要な会計方針）
１．固定資産の減価償却の方法
（1） 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法
なお、器具備品の耐用年数は4～15年であります。

（2） 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、ソフトウエアについては、5年で償却しております。
 

２．繰延資産の処理方法
（1）創立費

５年間で均等償却しております。
（2）株式交付費

支出時に全額費用処理しております。
 
３．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

 
委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定
した報酬を投資信託によって年2回受領しております。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足さ
れるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

 
（中間貸借対照表関係）
※１　消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未収消費税等」として表示しております。

 
※２　有形固定資産の減価償却累計額
 当中間会計期間（2025年9月30日）
器具備品
有形固定資産合計

4,655千円
4,655千円

 
 
（中間株主資本等変動計算書関係）
当中間会計期間（自2025年4月１日　至2025年9月30日）
１．発行済株式に関する事項

（単位：株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末 摘要
普通株式 103,250 - - 103,250  
A種優先株式 10,000 - - 10,000  
合計 113,250 - - 113,250  

 
 
（金融商品関係）
１．金融商品の時価等に関する事項
当中間会計期間（2025年9月30日）
（1）時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
（2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
現金・預金、未収委託者報酬、未収消費税等、差入保証金、未払手数料、未払法人税等
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これらはすべて短期間（1年以内。但し差入保証金は18か月。）で決済されるため、時価が帳簿価額と近
似するものであることから、記載を省略しております。
 
 
（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要
因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

 
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針）3．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

 
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会
計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額
及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（セグメント情報等）
１．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
 
２．関連情報
（1）サービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
ります。
 
（2）地域ごとの情報
①営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
②有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

 
（3）主要な顧客ごとの情報
当中間会計期間（自2025年4月１日 　至2025年9月30日）

顧客の名称 営業収益
なかの日本成長ファンド 15,244千円
なかの世界成長ファンド 7,207千円

 
 
（1株当たり情報）

当中間会計期間
（自2025年4月１日　至2025年9月30日）

1株当たり純資産額　　　 　　5,583円30銭
1株当たり中間純損失金額　　 1,363円50銭

(注)1.　潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。

2.　1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
純資産の部の合計額 676,476千円
純資産の部の合計額から控除する金額 100,000千円
（うち種類株式の払込金額） 100,000千円
普通株式に係る期末の純資産額 576,476千円
一株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数
 103,250　株

3.　1株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純損失 140,781千円
普通株主に帰属しない金額 - 
普通株主に係る中間純損失 140,781千円
普通株式の期中平均株式数 103,250　株

 
 
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
 

2025年6月27日
 

なかのアセットマネジメント株式会社

取締役会　御中
 

 
ななつぼし監査法人

東京都千代田区
 

 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 米 永　隆 司

 
 
監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら

れている、なかのアセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第2期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、なかのア

セットマネジメント株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理

に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人

は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報

である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな

い。

 

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必

要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある

場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響

を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証

拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連

する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続

企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表

明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象

や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと

ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適

正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含

む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 
（注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

2025年12月19日
 

なかのアセットマネジメント株式会社

取締役会　御中
 

 
ななつぼし監査法人

東京都千代田区
 

 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 米 永　隆 司

 
 
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ

られている、なかのアセットマネジメント株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第3期事業年度の中間会計期間
（2025年4月1日から2025年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、なかのアセットマネジメント株式会社の2025年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の

基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国

における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして

いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情

報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開

示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す

ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する

中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ

れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等

を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する

内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事

項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
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　監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 
（注）1．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

2026年1月9日
 

なかのアセットマネジメント株式会社

取締役会　御中
 

 
ななつぼし監査法人

東京都千代田区
 

 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 米 永　隆 司

 
 
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら

れている、なかの日本成長ファンドの2025年4月25日から2025年10月24日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中
間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、なかの日本成長ファンドの2025年10月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年4
月25日から2025年10月24日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の

基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、なかのアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し

有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
 
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間
財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、
監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心
とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内
部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる
取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 
利害関係
なかのアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。

以　上

 
（注）1．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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